
議案第 10 号 

　（総　　　則）

第１条　平成30年度札幌市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

床

(うち休止病床44 床 )

人

人

人

人

ア

　（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　第１款

　　第１項

　　第２項

　　第３項 特 別 利 益 590,037千円　

収 　　　　　 入

病 院 事 業 収 益 23,628,000千円　

医 業 収 益 20,373,416千円　

医 業 外 収 益 2,664,547千円　

　 １ 日 平 均 外 来 患 者 数 1,597

　 主 要 な 建 設 改 良 事 業

医  療  器  械  購  入  等

　 年 間 外 来 患 者 数 389,676

　 １ 日 平 均 入 院 患 者 数 562

平成30年度札幌市病院事業会計予算

　 病 床 数 747

　 年 間 入 院 患 者 数 205,237
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　第１款 病 院 事 業 費 用

　　第１項

　　第２項

　　第３項

　（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出

額に対し不足する額904,000千円は、損益勘定留保資金等512,407千円で補 するとともに、

一時借入金391,593千円で措置するものとする｡)｡

　第１款

　　第１項

　　第２項

　　第３項

　第１款

　　第１項

　　第２項

　　第３項

収 入 支 出 差 引 不 足 額 904,000千円　

企 業 債 償 還 金 2,506,035千円　

予 備 費 1,000千円　

支 　　　　　 出

資 本 的 支 出 3,372,000千円　

建 設 改 良 費 864,965千円　

負 担 金 1,705,405千円　

収 　　　　　 入

資 本 的 収 入 2,468,000千円　

企 業 債 679,000千円　

出 資 金 83,595千円　

予 備 費 10,000千円　

180,000千円　収 入 支 出 差 引 不 足 額

医 業 費 用 23,100,387千円　

医 業 外 費 用 697,613千円　

支 　　　　　 出

23,808,000千円　
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　（債務負担行為）

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

　（企　業　債）

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める｡

　　　　   起 債 の 目 的

証券発行又は普 9.0％以内 起債の日から据置期
通貸借とする。 間を含め40年以内に、

元利均等その他の方
法により償還する。
ただし、財政上の都
合等により定額以上
を償還し、又は本期
間中に未償還額の範
囲内において借り換
えることができる。

　（一時借入金）

第７条　一時借入金の限度額は、8,000,000千円と定める｡

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合

医療器械購入費等 679,000千円

平成31年度から
平成33年度まで

  92,000千円　

医 事 委 託 業 務

 限 度 額  起債の方法  利 率 償 還 の 方 法

情報システム運用・保守等業務 平成31年度  574,000千円　

白 衣 等 管 理 供 給 業 務
平成31年度から
平成34年度まで

 370,000千円　

電 話 交 換 業 務

診 療 関 係 委 託 等 業 務 平成31年度  141,000千円　

平成31年度から
平成33年度まで

1,563,000千円　

医 療 機 器 保 守 点 検 等 業 務 平成31年度  356,000千円　

年 間 購 読 図 書 平成31年度   13,000千円　

建 物 設 備 保 守 点 検 等 業 務 平成31年度  122,000千円　

検 査 機 器 借 受 等 平成31年度    8,000千円　

 事　項 期　間 限　度　額
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　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又

はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

9,385,937千円　

100千円　

　（他会計からの補助金）

第10条　病院事業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、615,855千円で

　ある。

　（たな卸資産購入限度額）

第11条　たな卸資産の購入限度額は、1,200,000千円と定める。

 平成30年（2018年）2月20日提出

  札幌市長 秋　元　克　広

 職 員 給 与 費

 交 際 費
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